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会 議 録 

会議の名称 史跡平沢官衙遺跡再整備懇話会（第３回） 

開催日時 令和３年(2021 年)12 月 23 日 開会 10:00 閉会 12:00 

開催場所 つくば市役所３階 301 会議室 

事務局（担当課） 教育局文化財課 

出 

席 

者 

委員 田中裕、黒田乃生、三谷芳幸、柳原茂男 

その他 舟橋理（茨城県教育庁文化課） 

中田英史、窪田美穂子（有限会社ウッドサークル） 

事務局 石橋文化財課長、広瀬同課係長、山本同主務、久保田同主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数  ０人 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

（１）再整備の方針について(資料１) 

（２）再整備の内容について(資料２) 

（３）再整備事業計画について（資料３） 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議事 

４ 閉会 

 

 

３ 議事 

（１）再整備の方針について 

事務局：資料に基づき説明。 
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座長：以上の御説明の中で、現状と課題に関してと、それを踏まえた基本方針

というのは、連動するべきものだと思います。今回はこの内容で基本的に固

めていくということですから、３章と４章を一緒に、どこからでも結構です

ので御意見をいただければと思います。では、今回事前にお送りいただいた

中で、私が気になった点をまず一つ申し上げます。すでに事務局には最初に

お伝えしておりますが、計画には必ず目的があって、その目的に対して基本

方針があって、具体的な計画が書かれます。その目的が適切であるからこそ、

保護をしていくということにつながるから、補助金なども受けられるという

ような構造を持っているはずだということで、その辺りの目的の文案が出て

いないということですので、これは後程、メール等で見ていただくというこ

とになります。その際には、今日御了承いただく、基本方針等とつき合わせ

る形で見ていただくことになると思いますので、どうか、その点よろしくお

願いします。それで気になるのが第４章、20 ページの「基本方針と基本理念」

のところです。「史跡平沢官衙遺跡を、～」のところですが、理念であるにも

かかわらず、どちらかというと立体復元建物等や柱表示という非常に狭く具

体的なものに限ってそれを伝えていけるようにする、というような文言にな

ってしまっています。これは理念とは違うのではないでしょうか。よい文案

が浮かびませんが、これに関してはその中ほどの行にある「より長く安全に」

ですとか、「史跡の価値や魅力を伝えていけるようにする」といったものが

理念ではないかと思いました。そうすると、下の赤文字部分に、多少具体的

な内容が入ってもよろしいかと思います。「再整備での基本理念は、これま

での成果を継承しつつ、約 20 年間で劣化した機能の回復と、これまでの運営

で見えてきた遺構の表現の分かりやすさや耐久性、利便性での課題を改善し」

という、再整備によって何を目指すのかというところがありますので、「改

善し、より文化財としての魅力を高めると同時にさらなる活用を図る」とい

うような形でやっていただくと、先ほどの説明板と理屈が合っていないとい



 

3 
 

うような説明もありましたけども、説明板は「より魅力を高める」とか「より

分かりやすくする」といったところにつながるのかなと思います。今の文面

でよいかどうかは別として、やはり再整備によって、「より文化財の価値を

高め、魅力を高める」というような内容を入れていただいた方がよろしいの

ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局：第一回会議のときはもう少し抽象的な書き方で書いていたかとは思い

ます。それが、整備の内容との整合性ということで、具体的な言葉が入るよ

うになってきたのかなとは思います。例えば、基本理念も、第５章がないた

めここで結構大きく細かいことを言わなくてはいけないようになっているか

もしれませんが、具体的な整備手法は、その後の基本方針と、整備手法の方

針を第５章の冒頭で整理していけばよいかと思います。基本理念は史跡整備

地の全体というような書き方でよいのかなと私は思いました。後もう一つ、

目的についてですが、そもそも目的を最初に文章化していなかったので、基

本理念に目的の部分が含まれてしまっている状況かと思います。個人的には、

現状、経年劣化で、平面表示が分かりにくくなってしまっているので、それ

をもう少し手を加えて、より分かりやすくしていけば、それにより史跡の魅

力が高まるのではないかという部分こそが、やはり目的になるのかとは思っ

ていますので。逆に、目的と理念をどう切り分けたらよいかが迷う部分では

ありますので、御意見いただければありがたいです。 

座長：私は、目的と理念はほぼ一緒でも構わないと思っています。理念の方が

若干詳しいと言いますか、方針に近い内容を含んでくるかもしれませんが、

構造的には一緒だと思いますので、同じような形でもよいと思いますね。た

だやはりここが固まらないと、実際の整備の細かい部分が決め難いというこ

とですので、後は説明板などの根拠にもなったりする。それが全部読み込め

るようなものでなければ、理念は駄目だと思います。一方で目的は、そこま

では読み込めなくてもよいと思いますが。そういうことで、やはり文化財を
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守るといえ、そこに手を加えていくということは、その文化財の魅力や価値

を高めるために行うものだということが必要だと思いますね。分かりやすさ

というのはその魅力の一つだと思います。その一番根幹となる部分に、何の

言葉をまとわせていくのかのやり方かと思いますが、何かよい文言があれば、

案を出していただけるとありがたいです。 

事務局：今の話を受けて、史跡を伝えていくことが一番究極的な目的であって、

そのためには史跡の魅力を分かってもらうこと、さらにそのために分かりや

すさと安全性、耐久性、利便性、それらを向上して伝えていくのだというよ

うな、基本的な流れになってくるかと思います。目的としては、史跡を伝え

ていくために多くの人に魅力を知ってもらうというところまでが目的で、そ

のための理念というのが、分かりやすさ、安全性、耐久性、利便性、それらを

“より”という再整備に向けた言葉にしていくという切り分けがよいのかな

と思いましたが、いかがでしょうか。 

座長：耐久性、利便性という言葉が、かなり具体的な部分です。理念の方に入っ

てきてもよいですし、後ろの基本方針に入ってきてもよいのかなという気は

します。やはり、その文化財をどうしていくのかという方向性が理念なのだ

と思いますので、むしろ耐久性、利便性は基本方針だと具体性を帯びてくる

かと思います。基本方針もそれに基づいて書かれた状態になっておりますの

で、もう少し理念の方で、全体像をはっきりさせていただきたいなと思いま

す。私が考えてみたところですと、「史跡の価値や魅力を伝えていく」あるい

は「よりそれらを高める」といった文言が入ってくると、説明板やあるいは

園路にも関係することではないかと思います。次回があればよいですが、今

回ある程度決めなくてはいけません。 

座員：私も座長の意見に全く賛成です。そもそも、タイトルが「再整備基本計画

・基本設計」なので、保存活用計画を踏まえて、再整備をすることに関する理

念です。“より”という部分に“再”を含んでいます。伝えていくのは復元建
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物や柱表示ではなく、史跡の価値です。それを伝えるための理念がそもそも

必要かという気もしますが、なぜ必要かと言われれば、基本計画があって再

整備するときに、どういう再整備になるのかというのが強調されるとよいで

しょう。明確な代案がなくて申し訳ないですが。 

座長：では、細かい文言の調整はありますが、太字の３行ある文言の中央「より

長く安全に、史跡の価値や魅力を伝えていけるようにする」この“より”は、

これでは“高める”という意味には読めません。整備においては、長く安全に

というのが大事な点だと思います。「史跡の価値や魅力を伝えていけるよう

にする」の、どこかに“高める”が入るとよいですが。 

事務局：最初、冒頭の書き出しを全部“より～”と統一して書いていたという経

緯はありますが、今はそうなっていないので、「史跡の価値を高めながら、魅

力をより長く安全に伝えていけるようにする」という書き方でよければ、そ

のようにしたいと思います。 

座長：それでよろしいのではないでしょうか。後は、真ん中のものを一番上に

持ってきて、今一番上にあるものを２番目に持ってきて、順番を入れ替えて

いただけるとよろしいかなと思います。他にお気付きの点ございますか。 

事務局：現時点の基本理念で、一番上にある「より分かりやすく倉庫群が立ち

並ぶ正倉院を～」という、これは史跡の特徴そのものですが、他の部分の書

き方に合わせるのであれば、「史跡の特徴を理解、体感できるようにする」程

度の書き方が馴染むのかなとも思いました。 

座長：そうですね、そこで合わせていただいたほうがよろしいかと思います。

具体的には基本方針に出てきますので、再整備の理念ということで、今の文

言でお願いします。後は、細かいですが、本文の体裁です。最終的に３月で決

めるときでもよろしいのかもしれないですけども、箇条書きになっていると

ころの書き方が、丸が付いていたり付いていなかったり、体言止めであった

りそうではなかったり、という状態になっています。ぜひそろえていただき
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たいですね。箇条書きも、「①」「②」とか、片括弧とか、中黒というのが、

うまく整理されてないのでお願いします。ほかになければ、第３章・４章の、

書き方はおおむねこれでよろしいですか。では、資料１の第３章・４章に関

しては、おおむねということで御了承いただきました。それでは、議事「（２）

再整備の内容」について、事務局から御説明をお願いします。 

事務局：その前に、追加でお配りした「資料１-３」ですが、資料１と関わりま

すので簡単に説明させていただけたらと思います。これはアンケートで、も

う少し体裁を整えたものを、附属資料として入れていくものになります。６

～７月にアンケートを取ったところ、回答が 60 件ほどあり、結果は第１回の

懇話会で説明しました。その後、文化財保護審議会にて、件数が少なすぎる

のではないかという御指摘を受けましたので、追加で 10～11 月にもう一度ア

ンケートを取りました。結果、59 件で、前回と同じくらいの回答数です。配

布資料は２回の合計です。回答数は増えましたが、おおむね前回と同じよう

な結果です。一部変わった点をお話させていただきますと、「２ 平沢官衙

遺跡歴史ひろばの利用頻度」は、前回は初めてと答えた方が多かったですが、

今回では複数と答えた方が増えた、というところが違っております。それと

連動するかどうかは分かりかねますが、例えば「５ 平沢官衙遺跡歴史ひろ

ばで不足しているものは何か」ということの中で、外トイレと回答した方が

26 名ということで、若干、前回の調査に比べると増えています。後、「６ 平

沢官衙遺跡の情報発信について何を望みますか」というところでは、これも

ＶＲなどを活用した展示や解説というところが若干増えています。それ以外

は、多い部分は同じということになるかと思います。 

座長：今のアンケートについて御質問、御意見ございますか。この追加アンケ

ートの調査結果に基づいて、特にこの基本計画で変える部分は、ないという

理解でよろしいですか。 

事務局：そうですね。前回の結果から数が増えてはいますが、傾向としては大
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きく変わるところはありません。よって、これで変わるということはありま

せん。 

座長：そうすると、現在作成している基本計画の根拠がこれで、むしろ補強さ

れたっていう位置付けでよろしいですね。外トイレの要望というのは、もと

もと入っていたわけですよね。それが強くなった。 

事務局：バランスとしては若干増えています。おそらくリピーターの方が多い

と思われます。以前は利用頻度の箇所で「初めて」と「複数回」を比べると、

前回は初めての方が若干多かったですが、今回は複数回の方が若干増えてお

ります。毎回来ている方が、御手洗があった方が便利かなと思っているのか

とは思います。要は、散歩などに使っている方でしょうか。 

座員：実際あの場所に、あのような復元建物や、このような史跡があること自

体知らなかった方がかなり多いです。県内の方でも、県西や県北の方はほと

んど知りません。ですが、一度お見えになると、あの感激が忘れられず、２度

３度とおいでになる方がいらっしゃるようです。後、外トイレですが、案内

所の開館が午前９時ですので、それまでトイレは使えない状態ですね。です

ので、屋外でのトイレが必要という声は聞こえてまいります。管理面の問題

もあるでしょうけれども、屋外のトイレは必要と思われます。土日になりま

すと、ハイカーや自転車利用の方がかなりトイレを利用します。平沢官衙遺

跡の案内所ではなくて、本当にトイレという感覚になっていますので、やは

り屋外トイレは必要かと思われます。 

座長：屋外トイレに関しては、どういった方針ですか。 

事務局：当初の整備のときも、小田城跡の整備のときも、外トイレの検討はず

いぶん重ねていますが、防犯上のことを考えるとやはり難しいです。もちろ

ん、外トイレがあった方が便利だよね、という声が多いことも知っておりま

すが、随分検討した結果、常時誰でも入れるような形でのトイレは設置しな

いという方向になりました。それはやはり、一番は防犯上の理由からという
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ことになります。 

座長：当初の条件からすると、近くに遺物を置く場所とか、職員がいるような

施設もできて多少は環境変わっているような気がしますけども、それも含め

て検討しても、管理上問題があってできないということでしょうか。 

事務局：確かに当初考えていたよりは、利用者数が数倍に増えています。利用

者数が増えているというのは、数をカウントしているわけですので、それは

基本的にはトイレが開いている、つまり案内所が開いている時間ですけども、

それ以外の時間にも駐車場に車が止まっていたり、散策される方を見かけた

りすることも多くあります。ですから、必要性はなくはないとは思いますが、

どこまでが我々文化財課の設備、文化財課の施設として担当するか、という

のはあると思います。今お話にありましたけど、サイクリストがかなり多く

増えているとのことですが、それ自体つくば市は自転車の町を標榜する上で、

よろしいことだと思います。ですが、そこでサイクリングの部署から、外ト

イレを増やしてほしいというような話は全然出てきていません。出てきたら、

ではどちらがやるのかという話になると思います。それから、周知が足りな

いかもしれませんが、すぐ近くの筑波総合体育館に常時開放の屋外トイレが

あります。そこも汚くないトイレかとは思いますので、屋外トイレを使いた

い方はそちらにという掲示をして、誘導するというのが現状では一番かなと

考えております。 

座員：屋外トイレの掲示は、市のほうで出していただいています。 

座長：検討はかなりされた上でということですので、アンケートの結果をしっ

かりと受け止めた上で、この部分は市の検討にお任せしたいと思います。 

では、続いて議事「（２）再整備の内容について」御説明をお願いたしま

す。 

 

（２）再整備の内容について 
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事務局：資料に基づき説明。 

座長：柱表示についてですが、本日もう決定していきたいとのことなので、今

回一番の課題になります。その中でも事務局では、さらに芝刈りの回数等を

増やして表示の効果を上げるという、第３-２案を提案しているとのことでご

ざいますけれども、いかがでしょうか。 

県文化課：第３-２案ということで今いただきましたけど、自分の理解不足かも

しれませんが、この幅 150mm の平板の素材は何ですか。 

コンサル：コンクリートの擬石です。Ⅲ期の方は赤茶色、いわゆるサビ色で、Ⅱ

期の方は御影調の色彩でどうかと考えています。製品によって濃さは何種類

かあるようですが、基本的にはサビ色か御影調のどちらかです。石の粉状の

ようなものを、コンクリート表面にまぶしたようなものになります。 

事務局：カラー平板という選択肢もなくはないということでよろしいですよね。 

座員：傾斜地になっていますが、そういった表現は可能なのでしょうか。 

コンサル：地形自体の傾斜については、問題ありません。参考までに、あるメー

カーの資料ですが、色のバリエーションは何種類かございます。その中から

どれかを選んでやっていくということになります。 

座長：色で金額が大きく変わるということはないですね。分かりました。 

座員：今日決めるということなので、あまり多くは言えませんが、やはり少し

格好悪すぎるのが気になります。はっきり言ってデザインがよくないと思い

ます。例えば、細いから目立たないのかといえば全くそんなことはないと思

いますし、15cm もある擬石平板でしたら、レンガのように目地がそれほど目

立たないにしても線ではなくなります。もう一つは、軒の出であることが来

場者に理解されるかどうかです。建物の壁の位置は別ですよね。掘立柱の少

し外に壁がきて、束柱があるという構造が、この整備を見て分かるのかは疑

問です。今日決めなくてはいけないのもあるので、一応私の意見を議事録に

残して欲しいです。むしろ柱や壁から軒の出までを別の舗装材で舗装するな
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どのデザインをしたほうがよいかと思います。芝を刈ることは面白いアイデ

ィアだなとは思いますが、柱を立ててその周りの芝生を刈ることも大変でし

ょう。整備は再来年ですか、それとも来年度に工事ですか。 

事務局：来年度に実施設計ですので、これについての詳細な設計をします。後

で事業計画の工事の予定がありますが、令和５～７年度が立体復元建物の工

事、令和７～８年で柱表示等造園的工事をやる予定で計画中です。 

座員：予算の範囲内で素材の変更などが可能であれば少し高めの材料を使うと

か、もしくはデザインをデザイナーに依頼するとか、そういったことをした

方がよいのではないでしょうか。おそらく、この場でみんなで考えても、格

好良いデザインにはならないでしょうし、つくば市民としても、せっかく再

整備するならよいものになるとよいと思います。まとまらない意見で申し訳

ないですが、簡単に言うといずれの案も大差はない気がします。第３-３案は

ひどすぎると思いますが、第３-１案が３-２案になったからといって、それ

ほど基壇であるとの誤解とか、建物の大きさとか、軒の出の範囲がうまく伝

わるかは疑問です。もともとはコンペをしてみてはいかがですかと意見しま

したが、とても期限が間に合わないということでした。ですが、ただ予算を

かければよいものができるわけではなくて、色々な新しい材料などを使いな

がら、整備してもよいかなとは思います。 

座長：貴重な御意見をいただきました。いずれの案も似たようなものではない

かというのは、私も感じておりまして、根本的な問題だと思います。一言で

言えば格好悪いというのはそのとおりだと思いますし、だからこそ、どこで

も失敗しているのが柱表示であると思います。ですので、他の所に学ぶこと

はおそらくできなくて、思い切ったことをしなければ成功することはないと

いうのが、この問題の原因ではないでしょうか。ですので、デザイナーを入

れる余地があるのかどうかというのは可能ですか。その辺りの予算も変わっ

てくるのかもしれませんけれども、少しでも気の利いたデザインになるとい
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うことは、必要かなと思います。それと、御意見であったように私も感じる

のは、これが地面に軒の位置が書いてあるのは、普通の状態ではないですよ

ね。実際にそういう遺構はないわけですけれども、もし言えるとすると雨落

ちの位置でしょう。何か想像できるような仕掛けと言いますか、説明をする

にしても、それが建物に関係する表示だっていうことが分かる仕掛けがない

と、一体この線は何だろうとなってしまうのではないでしょうか。それが説

明板に書いてあっても、かなり離れていた場所にあったら、分からないでし

ょう。その場所に行ったら、その建物のその部分なのかと分かれば、基本理

念として分かりやすい。仕掛けと言いますか、地面と建物と結ぶストーリー

が欲しいですね。 

コンサル：この図面には、柱表示の範囲が周りの地面より 15cm ぐらい高く書い

ていて、これは当初の設計図を見てもそのようになっています。これが機能

していれば、そこが建物の範囲だということが見えてみて分かると思います。

ただ、芝があまりにも伸びすぎて、そのことが消えてしまっているというこ

とが、今の問題ではないかと思います。 

事務局：今、いくつかの御指摘があったので、順番にお答えします。 

まず第３-２案について、15cm では太すぎるのではないかというのは、私も

そう思います。もっと狭くならないのかとも言いましたが、芝に対して言え

ばこれが限度だそうです。私としてはせいぜい 10cm、できれば 5cm ぐらいか

なとは思います。確かにつまずかない高さにする、芝に隠れないようにする

には５cm では足りないと思っていましたが。ただ今回座員の先生から、建物

の軒の出の範囲の芝刈りをしたらどうかという提案をいただきましたが、通

常よりは手間がかかります。さらに、草を刈るとなると柱の部分の刈り方が

なかなか難しくなります。そして、面積範囲が広い。１棟２棟だけ見るとそ

うでもありませんが、20 棟分あります。とは言え部分的に多く刈るという案

は魅力的ですから、刈ってよいのでしたら、その外周の盛り上がりの斜めの



 

12 
 

法部分だけでも年に何回か多く刈れば、少しは目立って見えるのではないか

と。軒の範囲を含め全部刈るよりは、線状だけで刈れるので、それほど手間

は掛からないのではないかということを考えてこういった案になったわけで

す。なので、個人的には 15cm というのは決まってないと思っています。それ

から、身舎と軒下を区別する表現はどうかというのは、それができればよい

とは思っています。ですから最初の時も、中は芝で外はタマリュウとしまし

たが、残念ながら芝が非常に強くてタマリュウが食われてしまいました。何

とかしたい思いはありますが、芝に食われないようにするにはもう舗装しか

ないと思います。ただし舗装となると、詳しく積算したわけではないですけ

どお金がかかってしまいます。例えば今回の再整備の一番の目的は立体復元

建物だと自分で思っていますし、平面表示の方は、木が腐ってしまって竹に

なっているものを何とか石に変えて最低限の状態にしたいという思いがあっ

たので、最初は囲いも含めて、全部芝でもよいなと思っていました。ですが、

先生方からそれではあまりにも目立たない、なぜ急に柱があるのかが分かり

づらいという意見もいただき、それももっともと思うようにもなりました。

先月、関西へ行きまして、最新の整備に近いと思われる官衙遺跡の復元整備

状況を見てきました。柱は立てず全く真っ平で掘り方の中に丸い柱で表現し

ていたり、柱表示の中に発掘調査の時の写真をつけて、実際はこうだったと

見せたりという一方、真っ平らなところに柱が立っているだけというものも

あり、やはりこちらは何らかの表示をしなければ分かりづらいですし、しな

ければならないというのも実感しました。とは言え先ほど申し上げたように、

芝から何か別の素材に変えるということは芝を引き剥がすことですし、とに

かく舗装的なことをすると、かなり費用がかかってしまいます。ただでさえ

費用が当初の想定よりも２倍近く高くなっていますので、どこかを削ること

を考えなくてはいけないところに、そういうことは難しいと思っていました。 

後、もう一つ。会議前にこの案をお示しした時に、意見をいただいた先生
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といただけなかった先生がいらっしゃいました。いただけた先生方は、身舎

部分を表現するなら別の方法がよいですよと。一人の先生には他の事例を紹

介していただいて、もう一人の先生は１案だと地覆石に見えるとか、あるい

は色を変えると総柱建物の柱の近似性が表れないという批判をいただき、と

にかく最初の２案だったらというお言葉でお二人ともそれよりは軒下表示を

考えたほうがよいのではないかという御指摘だったので、こちらとしても身

舎の中を芝のままにしています。後、もう一つ思ったのは柱が立っているだ

けだったら何も分からないのは確かですが、何のために立体復元建物がある

のか。この柱表示はああいう形になりますよと示しているわけなので、それ

でよいのではないかと思っております。とにかく軒下の表現は必要だと思い

直しましたので、いくらか考えてみましたが、３－３案の点線表記はなぜ中

途半端な形にしたかというと、この範囲が何を根拠にしているのかが全く分

からないわけですよね。柱の位置は正確ですから、身舎内の柱をつないだり、

或いは地面に色を付けたりしても実際と同じ位置となるのですけれども、当

初設計の時には単純に、側周りの柱から 1.8ｍ（６尺）、外周柱穴列を持つも

のはさらに 30cm（１尺）を出す。そのように機械的にやっているので、根拠

がないから目立たない点線というのもありかなという思いで出した案です。

あまりよく格好良くないのは当然だと思いますが、ただ、どんなふうになれ

ば「格好良い」と言っていただけるのかは本当に感じます。確かに格好良く

ない、見せ方が悪いと理解してもらえないかもしれませんが、とにかく平沢

官衙遺跡にかかわらず郡衙の正倉というのは、総柱建物が規則正しく配置さ

れるというのが特徴の一つですし、平沢官衙遺跡の場合は、ある１列を見る

と側柱の列が一直線になっていて、多分そちら側が内側だろう、というのは

分かる。そういうのが特徴ですから、それを出しきれるかどうかはあります

けども、その辺りは個別の説明板に書いたつもりですが、全部見てはもらえ

ないかもしれないので、総合的に建物配置に触れる説明板があってもよいの
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かなと思っています。そのような思いでやってきているので、デザイナーさ

んを入れたからどうなるのかな、というのは正直感じるところであります。 

座長：草刈りの管理を少し多めにやると、周りの表示の線の太さはもう少し細

くても大丈夫でしょうか。 

事務局：私は、そう考えています。 

事務局：座員の先生から、植栽の回数の差で表現してはどうかという意見をい

ただきましたが、最低限１棟１棟の単位が分かること、それが軒下をどう表

現するかというよりもまず第一歩です。建物の範囲がどういう単位で一棟に

なっていくかを示すために、外側の輪郭線が分かるような仕組みが必要であ

ると。おそらく、平板もずいぶん芝に侵食されてしまいますので、30cm とい

う案は侵食されたとしても平板があることが分かる幅だと思っています。

15cm ぐらいですともしかしたら乗っかられてしまって見えなくなるかもしれ

ませんが、刈って管理していけば一応、線としても見せることができるかな

と。この先生の提案を聞くまではあまり周りの輪郭線を草刈りで見せていく

ことは考えてなかったのですが、中を全部刈るのは無理ですし、軒下範囲だ

けにしても正直厳しいとは思っておりますけども、周りの線を維持していく

ことは、もしかしたらできるのではないかなと事務局でも話していたところ

です。そのための目印になる線というのは、やはり現地に必要になってきま

す。そうでないと、刈るごとに軒下の位置がずれてしまっておかしくなりま

す。ですから目印としての役割であれば 15cm でなくても５cm、10cm でもよい

のかもしれません。コーナーだけ角が切ってあればそこに紐を張って、線を

つけていくことも試せるかもしれないです。ただ、やはり６～７月は１週間

であっという間に芝が伸びますので、若干分かりやすい時期、分かりにくい

時期が出てくるのはもうやむを得ないのかなと思います。外郭の輪郭線を短

い芝の線で表現していくというのが、第３－２案です。 

座長：ありがとうございます。かなり検討してきた結果ということは分かりま
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す。私もこれ見たときに、軒下の表示に関しては特に意見はありませんでし

た。というのは、やはり芝は非常に強いので、他のところでも、あっという間

に侵食をされてしまっている場合が多いのです。舗装しているところすら、

人が歩いているところだけが残っていて、他は残っていないというのが通常

になってしまいますので、もちろん手を入れれば出てくると思うのですけれ

ども、一定の幅がないと効果はないだろうというのは、正直思っていました。

だからこそ、幅がどれぐらいあればよいかはとても想像ができなかったとい

うのが正直なところです。表示をすること自体私は全く反対ではなく、むし

ろそれを軒下だということで認識をできる仕組みが、一体どういうストーリ

ーで伝わるのかが気になるところでしたので、実際の見え方が管理の仕方に

よって違うだろうな、とは思っていました。むしろ、「格好が悪い」というの

は言葉が悪いですが、柱の方が気になります。そちらの方が、色々なやり方

をしているけれども難しい。平沢官衙遺跡の場合は実際に復元建物がありま

すから想像しやすいというのはそのとおりですが、今回却下されていますけ

ども私は高さを変える、あるいは、上の形を平らでなくて、色々な形にして

みてはどうかということも、意見としては申し上げました。復元建物があり

ますから、果たしてそれがふさわしいかどうかは、私も迷うところがあった

ので、強く押してはいませんでした。けれども、同じ長さのものが立ってい

るというのは、やはり一般の感覚として、異常なあり得ない世界ですよね。

そんな柱が立っている状況をどこかで見るとすると、それは廃墟の世界とい

うのはあり得る。どういうふうに伝えるかのストーリーとして、日本に相応

しくないかもしれないですけども、オリンポスのような屋根が落ちていたり、

柱だけが残っていたりするようなことを想像できるような何かの仕組みや、

あるいは、柱が上にまだ伸びているということを想像できるような形ですと

かがあれば、伝わるのではないかということを申し上げます。これをもう、

そもそも 60cm も 30cm も積極的に椅子として使っていくのだということであ
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れば、それはそれで私はよろしいかと思います。ですが、平らにしてこの高

さであるということにそれなりの積極的な意味を持たせていただくのであれ

ば、格好の問題というのも、少しは解決するのではないかと思っております。

管理の仕方に関しては、市の考え方がかなり大きく関わりますので、それに

よって、デザインが変わってしまう場合はデザイナーを入れてことによって、

果たして機能するのかという問題出てくるかもしれませんが、どうでしょう

ね。デザイナーは確実に入れた方がよろしいでしょうか。 

座員：格好悪いですとか、厳しい言葉で言ったことをお詫びします。“デザイナ

ー”という響きにアレルギーがあるかもしれませんが、そうではなくて伝え

ることをどう表現するかということを、デザインや設計のプロに任せた方が

よいと思います。たとえば材料とか、今おっしゃった柱の高さを一部再現し

て他はベンチにできるようにするとか、15cm とか 10cm でも色々な素材があ

るわけで、ちょっとしたことですごく雰囲気が変わるものだと私は思ってい

ます。そのためにも、伝達や表現に関するプロが入るということは、整備す

るときには大事かと思います。史跡や柱表示ではないですが、うまくいった

事例もいくつかあります。ですが、市の方で不要というのであればこれ以上

強くは申しません。これを見た時に意見をお返事しなかったというのは、さ

っき申し上げたようなことをメールで言うとすごくきつい文章になってしま

うので、あえて何も言いませんでした。よろしくお願いします。 

事務局：面白くないというより、画一的であるとは感じます。先生とは別の場

でも、よい例はないですよね、というのを話しましたし、それは座長が言わ

れるのに通じると思います。デザイナーさんを否定するわけではないですし、

こちらにない考えを出してくださる可能性もないとは言えません。ただ、普

通のなんでもない遺跡を復元するならばともかく、国指定史跡を復元する時

に、「史跡とは何か」とかそこまできちんと理解した上でやっていただける

のかどうか。きちんと説明すればやっていただけるかもしれませんけど、こ
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ういう柱をこうすれば目立ちます、綺麗に見えます、というだけでやられて

しまうのを危惧する部分があります。デザイナーさんにこだわるわけではな

くて、ここにそんなに、手間暇をかけられるのかというのは思います。ザイ

ナーさんを入れて格好良くすることが風呂敷を広げることだとは言いません

し、それが費用対効果に非常によければ、お金をかけるべきだとも思います。

本当にそこは悩むところです。ただ、画一的になってしまうのは仕方がない

のかなというのは、ずっと官衙をやってきた者としては感じるところもあり

ます。すみません、私も少し言葉がきつかったかもしれません。 

座長：現実的なところも踏まえてということですよね。 

事務局：もちろん私も色々な史跡を見て、同じだなと思うこともあります。一

方で、平沢官衙遺跡に来る方は、初めて来られる方が多いです。我々は見飽

きている姿かもしれませんけれども、その方々にとってはやはり、整然と柱

の跡が並んでいる姿というのは、インパクトを持って見てもらうことができ

るのではないかなと思っています。柱表示については、平沢官衙遺跡が時期

差を持って建物群が展開していく、その単位が見えるということも、史跡の

価値かと思います。そもそもそれを分かりやすく示すために、色と高さの差

で表現できないかというのがこの案の根底にはあります。前の案で高さを１

ｍにしてモニュメント的に考えていこうとする時には、やはり高さに若干の

差をつけることも有効だったかもしれませんが、それを変更したのは安全性

の話からです。子供を登らせない方法は他にもあったのかもしれませんが、

例えば学校で子供たちが見学に来たとき、柱表示に座らせて、みんなが座っ

ているところは柱があった場所なんだよ、色や高さが違うものがあったら何

の差だと思うかな、とか説明しやすいと思います。そういう意味での分かり

やすさを考えたときには、必然的にこのようなシンプルな形になっていくか

なとも、私は思っております。個人的な意見ですが、色々な表現方法の中で

も、そんなに駄目な方法ではないかなとは思っています。 
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座長：60cm の方も、座ってもよい仕様になっているのですね。 

事務局：高さの設定がなぜ 60cm かというと特に理由はありませんが、腰掛でし

たらそれぐらいかと思います。やはり危険でしょうか。 

座長：座ることも想定すると上が平らなのも理解できますし、もともとベンチ

が足りないというアンケート結果もありますので、教育上の配慮と利便性等

を両立すれば機能するかもしれない、ということは私は支持します。後は、

どのように伝わって、どのように見えるのかということになるかと思います

が、具体的によい案が他になければ、積み上げてきた結果であるこの案をベ

ースに、実際の設計にかかっていただくということになると思いますが。再

度、今そ上に上がっているのは、第３案の中のどれか、というところでの、第

３-２案ということですけども。 

座員：場を荒らしてしまって申し訳なかったですが、今回は第３-２案でいくと

いうことであればそれでよいです。実施設計の段階でぜひこの懇話会の場で、

こういう材料を使いますよとか、あるいは現地に行って、平板もこの色とこ

の色があるとか、平板以外にももしかしたらこんな材料があるとかいった内

容を、みんなで確認できるような機会を設けてもらって、少しでもよりよい

ものに進めていければと思いますので、よろしくお願いします。 

事務局：本来だったら、そういう現地作業をやっていなければならなかったと

思います。ですから、実施設計を待たずとも今からでも平板の幅を並べたら

どうなるか、ということはやってみようと言っています。なので今日、基本

的なことを認めていただいても、その結果によってもう少し修正が加わるか

もしれないと思っております。それと、話を聞きながら考え始めたのは、柱

が立っているものは、この上は復元建物を見れば分かると先程私が言ったこ

とは、逆に言えばどんな形をしていてもあのようになるということで、すべ

てが画一でなくてもよいのかなと思ったのと、それから 20 棟すべての柱が、

全部ベンチになる必要があるのかということを感じなくはないです。柵内の
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復元建物近く中に１棟だけ柱表示がありますが、そこだけ変えてみるのもあ

りかと思い始めており基本的に石柱でやるということを示しておけば、今後

の検討で上部分を少し変えるといった意見が出てきても、何とか対応できる

のではないかという気はしないではないです。削ったりする加工で予算がか

かってしまうかもしれませんが、そのように感じます。 

事務局：今の前半の話と同じで、今回、できるだけ本当は現地で考えていれば

よかったかと思いますが、平沢官衙遺跡が結構遠い場所にあるということも

あって、市役所での会議中心になり申し訳なかったです。ですが、やはり見

え方については、現地で考える機会を作っていきたいとも思いますので、ま

たその時で修正できるよい案があれば、検討していきたいと思っています。

前の整備で、木で作った時のイメージが事務局にあるので、大体どういうも

のになるか想像できている前提で話していることもあるので、その辺りも現

地でお知らせしたいと思います。 

座長：そうですね。見え方は本当にほんのちょっとしたことで変わりますので、

そういった検討を具体的にやるのであれば、デザイナーが必須というわけで

はなく、少しでも本当によいものを、という方向でやっていただくというこ

とで、この第３-２案をベースにした案を御了承いただけますでしょうか。 

（座員了承）ありがとうございました。それでは、資料２-２について、御説

明をお願いします。 

コンサル：資料に基づき説明。 

事務局：バリアフリーに関して市でどこまで対応するかということですが、こ

れに関しては特につくば市としてどこまでということを決めているものはご

ざいませんでした。なおかつ、今回の高床倉庫は復元物で建物はでないとい

うこともあり、建築基準法の規定自体が該当しないとのことです。なので、

担当課で考えるしかないということになりました。高額ではありますが、や

はり、なるべく多くの方々に見ていただきたいという思いから、文化財課と
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しては、入れられればと考えてはおります。ただ運用面について、今まで説

明をする時には、大体１人か２人が高床倉庫の前に立って、来場者の方に説

明をしていましたが、これを実際に現地に持って行くとなると、おそらく４

人ぐらいは必要になりますので、その点に関して検討しなければならないと

考えております。 

座長：この昇降機を購入したとして、現地に置きっ放しにはできない、という

ことですね。 

事務局：はい、さすがにこれを置きっ放しにしますと景観や雨風対応上も問題

ですので、何かイベントをやるときにトラックで搬入します。今回の再整備

でトラックが入れるようになりますので、降ろして、設置には多分男性４名

ぐらいは必要と考えております。 

事務局：理想を言えば、例えば説明の時に、通常は階段があって、車椅子の方が

いらしたら「昇降機があるからぜひ」ということで階段と昇降機を入れ替え

て説明ができればベストでありますが、それでは運用上やはり難しいです。

かといって、階段をつけて校倉を見せて、車椅子の方は板倉を見てください、

というのも疎外感を与えてしまうことになると思います。仮に階段の後ろに

昇降機を設置したとしても、階段の柵越し、若しくは、柵よりも少し高いと

ころまで頭の位置を持ってきて見ることになるので、奥の方が見えなくなっ

てしまう、天井をのぞき込むことも難しくなる可能性が高くなるという、見

え方の問題もあると思います。それでもやはり、例えば、福祉施設などから

ぜひ見たいということで予約を受けて、普通の団体よりは説明する要件を緩

和して、あらかじめ用意して見せていくような使い方が主流になってくるの

かなとは思います。事務局としては、基本的には、運用の仕方が限られてし

まうとしても用意したいと思っています。だから金額面から見て無駄という

意見があれば考え直していければと思いますので、運用面と含めて要否、御

意見をいただければと思います。 
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座員：イベントを年に何回やるか御存知でしょうか。扉を開放するイベントで

す。 

事務局：基本的には年に３回です。 

座員：通常は、下から御覧になると。そのとき、市の方で対応していただけると

いうことでしょうか。 

事務局：基本的には団体から依頼を受けて、扉を開けて解説するときは、市で

対応しています。NPO の方々に５月の連休のうち１日を手伝ってもらったり

したことは今までもありましたが。 

座員：ですが、案内所には常時１名しかおりませんので、そういったイベント

のときだけのために、これが必要かどうかというのは疑問です。 

事務局：まさにそのとおりで、その是非になってくるかと思います。 

座長：文化財として考えるというときに、この問題は、その話とは違う部分も

ございます。市として、ユニバーサルデザインやバリアフリーに対して、ど

ういった説明ができるのかというところが一番大事だと思いますので、その

点を統括している部署には御相談なさったのでしょうか。 

事務局：福祉の部署に相談しましたら、バリアフリーに関しては特に市で定め

たものはないので建築部門へ相談してほしいということで、建築指導課に相

談しました。ですが建築指導課でも、建築物や公園であれば具体的に決まっ

ていますが、あくまでも立体復元模型で建築物でもないということになると、

建築基準法で特に何かと言うものもありませんということで、後は課独自で

考えなければならなくなったところがございます。 

事務局：なぜ建築指導課が出てくるのかという話について補足です。市として

基準がないということは、要するに条例化してないということです。県の方

では条例化していて、その条例についての解釈も含めて建築指導課が知って

いるから建築指導課に相談して欲しいということになりました。それから、

もう一つ史跡としてどうか、ということについてですが、本来は郡衙正倉に
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は常時梯子はなかったはずですよね。ですからそういう意味では、必要な時

だけ付けるというのは、本来の在り方かなとは感じます。開園して数年は外

したりしていましたが、あまりにも大掛かりですので次第に常置してしまっ

たというところも反省点としてあります。そういう意味では史跡に対しても、

よいことかと思います。 

座長：昇降できるように、常置するかどうかというところと関わりますよね。

これはそもそも模型であるというところとも関係すると思いますので、費用

や人員もかなり必要だというところとのバランスで考えていただくしかない

かと思います。また、要望があれば対応できますということが非常に重要な

のであれば、そのような準備をしていただくということではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

事務局：大きな反対意見がないということで、用意する方向で検討したいと思

います。基本理念の中にある、より多くの多様な方に見学してもらうと言う

ことで、再整備での改善部分にもなってくるかと思いますので、使用頻度と

関係なく必要なものと考えていきたいと思っています。ということで、御了

解ください。 

座長：ありがとうございました。それでは続いて、議事「（３）再整備事業計画

について」資料３の御説明お願いします。 

 

（３）再整備事業計画について 

コンサル：資料に基づき説明。 

事務局：この工事に関しても座員の先生に事前に相談して御指摘をいただいた

点が、工事ですべて屋根の部材を交換するかどうかということでした。 

これは今、交換することで設計している話をしたところ、あくまでも指定

文化財の建築の場合だが、前の工法を踏襲するため全部を変えずに９割を交

換しても１割を残すとか、あと何かポイントになるものは残しながら修復工
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事をするとかが一般的ということでした。今回の場合は指定文化財ではない

としても、それをどのくらい、20 数年前にやった工事の跡を残すのかという

のは考えてみていただきたいと。ただ、あくまでも復元物ですので、がちが

ちに指定文化財にとらわれる必要はないと思いますとおっしゃっていまし

た。さらに、なおかつその交換された部材などは工事後に捨ててしまうこと

になるので、一部を残して展示に使ったり、触ってもらったりするのもよい

かというお話もいただいております。 

座長：総額というか金額としては、補助を見越しながら可能な額として、市で

は認識していますか。 

事務局：大丈夫ということで、考えています。 

座長：後、今の御説明の中で、一部の部材を残したり使ったりという話があり

ましたが、一部を組み込んだ場合に、費用がかかったりむしろ減ったりとい

うことは、ありますか。 

コンサル：まず、使えるのかが前提です。確かに板倉の大きな破風板がありま

すので、それは腐っているところから交換して、途中から接ぎ木をすること

は可能かもしれないですね。ただ、小さい屋根板については再利用できない

と思います。そういう文化財修理のような、木材の繕いと言いますが、それ

をやれば、一般的には大工手間は相当上がっていきます。 

座長：今回、復元建物ですので、使えないものは、全取替えすると言うのでも全

く問題はないかなと私は思いますけれども。その点も含めて御意見あればお

願いします。 

座員：この議題とは関係なくて恐縮ですが、茅根屋根葺きが令和５年というこ

とは、令和４年に茅を調達ということですよね。もし再来年、市民の方が、屋

根には上らなくても下で茅を運んだり、茅を準備したりすることに参加して

もよいと思います。私は日本茅葺き文化協会の理事なので、もしそういった

イベントが市でできそうであれば、ぜひお声掛けください。ワークショップ
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ですとか、石岡の屋根葺き職人さんも知り合いなので、ぜひ何かできればと

思います。 

事務局：その件に関しては賛成で、私も一番最初の時には、茅をやるにしろ、土

壁塗りをやるにしろ、何かしら市民参加でやっていただきたかったのですが、

設計者から「作業に支障が出るから駄目だ」と言われて諦めて、２回目の茅

葺きの際も考えて、今お話にもありました石岡の職人の方々と協力して茅工

事を、とも考えたのですが、やはり時間の制約などでできませんでした。で

すから今回、かなり長い期間でやるのでしたら、茅刈りも高エネ研でやった

りもしていますし。あれは、私も１回行きましたが、とても大変ですよね。そ

ういったものからやってもらえたらと思います。ですが、入札でやった工事

業者さんがどう考えるかというのはあると思いますし、なるべく事務局や設

計者さんからそのようなことを言ってもらえればありがたいとは、思ってお

ります。ただ、１回目の時に思いましたが、この辺りにも茅工事とかをやっ

たことがあるという 60～70 代の方が随分いらしたのでうまく進んだのです

が、今ではそういう方も減っていることについては、気がかりではあります。 

座長：可能かどうかのお声掛けはしていただけますかね。 

事務局：どこまで関われるかは考えていきたいです。作っている途中から見て

もらうことも大事かと思いますので、検討していきたいと思います。 

座員：日光の寺院改修を見学に行ったことがありますが、屋根を間近に見て、

瓦を１枚ずつ購入して寄贈という形で葺いてもらったのですが、あのような

見学というのは、とても面白いと思います。 

事務局：やはり、できるだけ考えていきたいとは思います。ただ、先程もあった

とおり、工事業者さんによっては特に安全面から結構嫌がる話でもあるので、

念頭に置いて検討していきたいと思います。 

事務局：工事中の見学は前回も、校倉の時にやっています。 

事務局：見学会であれば１日で、できあがりの質には関係しないので、参加よ
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りはやりやすいのではないかと思います。 

座長：ぜひ、最大限可能なところで、お願いしたいと思います。それでは、いた

だいていた議題は以上ですけれども、その他ございますか。 

事務局：時間がきておりますが、追加で一つ御相談したいことがございます。

文化財保護審議会で、Wi－Fi を設置した方がよいのではないかという御指摘

をいただきました。事務局としてはそれほど史跡の中で重いデータと言いま

すか、例えばＶＲを発信するとか、映像をたくさん出すということは想定し

ておりませんので、そこまでは必要ないかと考えていたのですが、懇話会の

先生方の御意見を伺いたいと思っております。 

事務局：補足しますと、Wi－Fi をまったくのフリーにしてしまうと、色々な人

が同じネットワークに入ってきてしまうので、安全性の問題があるかと思い

ます。また、パスワードを設定すると、パスワードを設定しようとする段階

で、もう使われなくってしまうものにならないかと。それであれば、電波は

届いていますし、今後５Ｇが普及してくるとますます必要性は薄まってくる

のかもしれないということを考えて、今は Wi－Fi は入れてない計画です。御

意見いただければと思います。 

座長：この件について御意見ございますか。 

座員：市の観光スポットに行けば接続されるといった、つくば市フリーWi－Fi

みたいものはないのでしょうか。 

事務局：ないですね。県のフリーWi－Fi はありまして、そちらは本庁舎では飛

んではいるのですが。 

座員：県のものは観光地でも使えますか。もし使えるなら、それを使えばよい

かと思います。 

県文化課：平沢に入っているかは分からないです。 

事務局：光回線自体が来ていないですね。 

座員：そんなに強い主張ではないですけど、今後のこと考えても、もし入れら
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れるなら入れて欲しいなとは思います。 

座長：あった方がよいですね、程度の話ですよね。ただこの懇話会で考えると、

公園として考えるのか文化財として考えるのかというところで、それによっ

て要望の強度が変わるという。文化財として考えるのであればやはり、後々

ＶＲのようなデジタル技術を使った活用とかを考えていくとなるとまた話が

変わると思います。公開に関して、Wi－Fi が絶対必要というと、そういった

利用の仕方以外ではなかなか考えにくいかなというところだと思いますの

で。後は公園としてどう考えるかというところで、あったほうがよいかな、

という意見があったというようにまとめていただければと思います。それで

よろしいでしょうか。では、議題がこれ以上特になければ、マイクをお返し

します。 

事務局：どうもありがとうございました。今回、いろいろな御指摘をいただき

ましたので、内容を整理して、１月には文化庁と報告協議をさせていただき

たいと思っております。その内容を含めまして今度２月に再度整理、体裁も

整えて、最終案を御覧いただいて、また御指導いただけたらと思っておりま

す。一応３月中に印刷・刊行を予定しておりますので、最後は慌ただしくな

ってしまうかもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします。後、最

初に申し上げましたように、目的の部分を作成しまして、文化庁との協議前

にメールで御相談させていただけたらと思っておりますので、よろしくお願

いします。 

以上で第３回史跡平沢官衙遺跡再整備懇話会を終了したいと思います。ど

うもありがとうございました。 

 

（終了 12：00） 
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段差解消機 製品仕様表

型 式 テクノリフター 65 テクノリフタ… 100 タスカルリふとDA150 タスカルリふとDA240

テーブル寸 法 (幅)1,100× (奥行光1,200 mm (幅)1,150× (奥行)と ,200 mm (幅)1,130× (奥行)と ,200 mm

定 良 1名 1名

積 載 荷 重 180kg 185kE

定 格 速 度 二.em/min(50Hz)・ 1.5m/min(60Hz) 1.2m/min(50Hz)° 1.4m/甲 in 160Hz) 4.0騨 /min“ 0.60Hz)以 下

最大昇降行程 650 mm以下 1,000 mm以 下 1,,00 nm以 下■ 2,400 mm以 下

最 低 高 さ 55mm 65mm 80mm

源 単相 100v90w 単相 100v200w

操 作 方 式 押し続けボタン 押し続けポタン

標 準 装 備 0表示灯 ●自動収納スロープ 0位置検知装置 ●呼び送リスイッチ 0自動収納ス回―プ 0位置検知装置

安 全 装 置
0運転キースイッチ ●落下防止装置 ●停電時降下装置

0挟み込み防止用ジャバラ

●運転キエスイッチ 0落下防止装置 0進断棒

。障害物検知装置 ●漏電フレーカー

オ プ シ ョ ン
0パトライト ●ブザー ●停止スイッチ ●屋内ブリッジ

【テクノリフター100のみ】●リモコン送信機。受信機 ●移動ユニット
0上部乗り越えブリッジ ●停電時降下装置

型 式 NKL 1000 NKL 1500 NKL 2000 NKL 2500 ワンツーリフト

テーブル寸法 (幅 )1,ユ50X(典行)1,200 mm (幅)1,250× (奥行)ユ ;250 mm

定 貝 1名 1名

積 載 荷 重 180kg 134kR

定 格 速 度 2.1～ 2.5市 /min(50'60HD 1.8～ 3,6m/min

最大昇降行程 1,020 mm以 下 1,520 mm以 下 1,870 mm以 下 2,370 mm以下 4,0001nm以 下

最 低 高 さ 130mm 150mm

電 源 単相 100v370～ 420w 単本目100v400w

操 作 方 式 押し続けボタン 押し続けボタン

標 準 装 備 0かご扉 0取外しス回―プ 0移動ユニット ●ペンダントスイッチ 0かご扉 ●呼び送リスイッチ 0位置検知装置

安 全 装 置
0運銑キースイッチ ●落下防止装置 。かご扉

●障害物検知装置 ●かご扉開閉検知装置

0かど扉 ●落下防止装置 ●障害物検知装置

0停止スィッチ ●かご扉開閉検知装置

オ プ シ ョ ン
●かご遮断棒 ●停電時降下装置 0本体カバー

0自動開閉渡し板 0自動開閉スロープ(固 定時)

●無停電電源 0ワイヤレスリモコン

0非常呼出 0かご内照明 0回転灯

型 式 ど―グルエレベーター

用 途 乗用 定 格 速 度 10細/min

定 員 2名 ド ア 形 式 自動式 2枚扉片開き

積  載  量 140kg 駆 動 方 法 ロープ式

か 内 法 (帽)850X(奥行)660× (高さ)2,000 mm 停 止 箇 所 最大 4箇所

出 入 口 寸 法 (幅)620× (高 さ)と ,900 mm 電 源 単沐目100v

昇 降 路 内 法 (幅 )1,200× (奥行)950 mm モーター容量 0,75kw

最大昇降行程 10,000 mm以下 制 御 方 法 インバーター制御方式

標 準 装 備 ●自立鉄塔 ●機械室の上方設置 O LED照 明 ●ルーム内コンセント ●手すり

安 全 装 置
●戸開走行保護装置 ●挟まれ防止センサー ●停電時バッテリー装置 ●管理用キースイッチ ●非常ブザー

●乗過ぎブザー ●非常停止装置 0地震時完成運転装置 (昇 降行程7m超 は義務)

オ プ シ ョ ン ●外部連絡用電話機 ●ルームミラー ●換気装置 ●化粧シート ●防火区画対応 ●防犯用デザイン窓

ご契約からお引き渡しまで

|お見 積 も り :

|ご連絡いただけれ |

|ばすぐにお伺いし、二
|お見積もりします。|

本

ゴ 契 約

お害様にご撞文いた
だいた時点より、観

作準備に入ります。

※本製品を安心・安全に末永くご使用いただくため、定期点検をお奨めします。

障OMO広 斧農鶏構玉書社

レ

KOYO ENGINEERING CO.,LTD

URL:httpツ /www.koyoeng・ com/

社 〒1700005 東京都豊島区南大塚3303 商大塚アロービル2F

TEL:03-3984-5640  Fぷ :03-3984-5476

E ma裁 :syIコ phony@kOyoeng com

!報計・製作
―
 取付工事 |   お引き渡し・保守契約

>:雇を朗 晟紺 環|>:蔀離蕗轟望子
事
|>1奪離雛▼肇審魅皇;盈♂矧粋栞廼

1製作線間IF兵なり淳すo F  :          :   約(定期点検)をお勧めします。

西 日本 支 店

東 北 営業 所

名古屋営業所

九 州 営業 所

〒5320004 大阪府大阪市淀サ|1区 口踊営顔 2‐7‐ 38‐ 7F

TEと :06-6398-3155  FAX:06-6398・3166

〒9800021 宮城県仙台市脅葉区中央 48,15

TEL 1 022も 93‐ 6597 FAX 1 022 395 5421

〒4600002 愛知県名古屋市中区丸の内 117■ 9‐2F

TEL:052-218-5527 FAX'052-218-5528

〒8100001 福岡県福岡市中央区天神3牛88F
TEL:092‐ 716‐3861 FAX 1 092-716-3862

●営業品目 :車いす用階段昇降機 ,いす式階段昇降機・段差解消機・エレベーター・荷物用リフトの販売・設計 ,施工 ,修理 ,メ ンテナンス

※平成29年 4月現在の仕様です。品質向上のため、仕様は予告なく変更する場合がござい革す。※印刷物と突物では色が多少異なりますので、ご了承下さい。



史跡平沢官衛遺跡整備事業 資料 3
項    目 R4 R5 R6 R7 R8 計

委   託

実施設計 19,910,000 19,910,000

工事監理 4,051,000 4,219,000 3,690,000 1,890,000
ヽ

13,s50,000

WEBシ ステム 5,000,000 5,000,000

委託計 19,910,000 4,051,000 4,219,000 3,690,000 6,890,000 38,76α 000

工  事

建築工事 53,850,000

上倉修理・板倉木材

56,020,000

板倉修理・校倉木材

31,420,000

校倉修理

141,290,000

造園的整備 193,000

鉄柵出入口

23,224,000

‖期柱表示

39,122,000

111珈柱・解説板他

62,539,000

工事計 54,043,000 56,020,000 54,644,000 39,122,000 203,829,00o

その他
報告書印刷代 450,000

その他計 450,000 450,000

合  計
税抜

常

ヽ
19,910,000 58,094,000 60,239,000 58,334,000 46,462,000 243,039,000

税込 21,901,000 63,903,400 66,262,900 64,167,400 51,108,200 267,342,900



史跡平沢官衛遺跡再整備工事費概算書 2021.11.08概算内訳による

費 目 工 種 種 目 糸冊       目 単 位 数  量 金 額 (税 抜 ) R5 R6 R7 R8 計

A建築工事

|

A-1校合 (sB19)再率結 式 1 53.430.000

木材

23.040,000 31.420.000 54,460,000

|

A-2土倉 (SB 18)再整備 式 1 40.090.000 39.320.000 39.320.000

A-3板倉 (sB33)再整備

|

式 47.950.000

木材

14.530.000 32.980.000 47.510,000

B造 園的整備 式 1 59.775.000

鉄柵出入 口

193.000

Ⅱ期柱表示 _

23.224,000 39.122.000 62.539000

|   |
※各工事毎単年度の諸経費率による

|   |
※各年度ごとの諸経費率による

|

整備工事費合計 税 抜 2011245,000 54.043.000 56.020.000 54,644,000 39.122.000 203.829.000

税 込 221,369.500 59.447.300 61,622.000 60.108.400 43.034.200 224.211.900
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会 議 録 

会議の名称 史跡平沢官衙遺跡再整備懇話会（第４回） 

開催日時 令和４年(2022 年)２月 18 日 開会 13：40 閉会 14：55 

開催場所 つくば市役所４階 401 会議室 

事務局（担当課） 教育局文化財課 

出 

席 

者 

委員 田中裕、三谷芳幸、黒田乃生、海野聡（以上オンライン） 

柳原茂男 

その他 舟橋理（茨城県教育庁文化課） 

中田英史、瀬口世津子、窪田美穂子（有限会社ウッドサーク

ル）全てオンライン 

事務局 石橋文化財課長、広瀬同課係長、山本同主務、久保田同主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数  ０人 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

（１）再整備基本計画・基本設計の検討 

（資料１、追加資料１～３） 

（２）その他 板倉・土倉の応急措置工事について 

（追加資料４） 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議事 

４ 閉会 
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３ 議事 

（１）再整備基本計画・基本設計の検討 

○第１～２章 

事務局：資料に基づき説明。 

座長：125 号バイパスは、現状の 125 号線よりも平沢官衙遺跡に近い場所にくる

のでしょうか。 

事務局：平沢官衙遺跡と大池の間を通り、125 号線に繋がります。ですので、ほ

ぼ目の前を通ります。 

座長：目の前ですと、大きく景観が変わるのでは。 

事務局：変わると思います。ですが、平沢官衙遺跡の周辺を含む区間より一つ

前の区間が事業化されて、土地の測量や購入がこれから進んでいくという段

階で、かつ桜川を渡る橋を含む区間ですので、平沢付近が事業化されるのは、

実際は 10 年以上先の見通しとなります。 

座長：では、その時点で、再度基本計画の見直しが必要になるかもしれません。

その旨は今回書かなくてもよろしいですか。 

事務局：アクセスが良くなる分、確実に来場者は増えるでしょうが、一方で環

境が変わるという懸念もあります。しかし、事業化がされていない現状では、

正直対策を考えにくい現状です。去年作成した保存活用計画の 10 年見直しの

時点で、具体的に検討していく状況かと思います。 

座長：まだ時間がかかる内容なので、今後 10 年で検討を続けていくということ

ですね。ほかにいかがですか。 

県文化課：案内所は今回の計画から外すということですが、ガイダンス施設に

ついては触れることはありませんか。 

事務局：ガイダンス施設は、保存活用計画では課題として挙げていますが、補

助事業の対象外であること、また、つくば市としても中小規模の施設が散在

しており、統一するのか現状を維持していくのか、在り方の検討自体に関わ
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るため、再整備事業の課題としては、最初は入れていませんでした。ですが、

保存活用計画には入っている内容ですので、触れることとしました。 

座長：外しているというのは、消極的な印象があります。「今回の現状からは外

し、別途検討する。」といったような、少しでも積極的な文言はあったほうが

よろしいと思います。 

事務局：「市のほかの展示施設の在り方と合わせて検討する。」といった書き方

をしていきます。 

 

○第３～４章 

座員：125 号バイパスの件で、先ほど課題には入れないとの説明がありました

が、125 号ができることによって、今後どういった影響があるのか。再整備の

期間中に、エリア内で何か整備をすることはないと思うが、今後 10 年のうち

に計画が進んだときに、どういった問題があるかどうかは、第３章に入れた

ほうがよいと思います。景観への影響を調査する、検討する、125 号バイパス

ができることによって、遺跡にどういった影響があるのかを検証する、とい

った文言です。むしろ入れることで、問題はありますか。 

事務局：整備についての課題ではないので、ここには入れませんでした。 

座員：ですが、第３章には整備ではない内容もありますので、入れたほうがよ

いと思います。 

座員：同感です。入れたほうがよいでしょう。平沢官衙から見て 125 号バイパ

スはどう見えるのか、どう影響を与えるか、逆に 125 号バイパスから見て平

沢官衙遺跡がどう見えるのかは、史跡の位置や周辺環境に関わる課題かと思

いますし、また、文化財の視点としては、懸念事項としてこういったことを

考えていると課題としておけば、今後、125 号バイパスの整備計画が進んだと

きに、平沢官衙のことを配慮して計画が立ててもらえると思います。 

座長：そのことについて入れるとしたら、第３章の終わりに当たりますか。 
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座員：そうです。36 ページ中段の「３ 近隣・周辺文化財との関係での課題」、

最後の部分に追加してもらえたらと思います。 

事務局：どうしても入れたくないわけではないですが、１～３番は今回の再整

備事業に直接関わる課題として書いたので、少し唐突になるかと思いました。 

座長：注視するのは課題ですので、「課題として 125 号バイパスが与える影響

を注視していく。」といった書き方をすれば、そこまで唐突ではないと思い

ます。一言でも入っていれば、将来何かあっても検討できると思います。 

事務局：入れる方向で文言を足していきたいと思います。 

座長：ほかにありますか。 

県文化課：32 ページの表ですが、金額の単位を追加してください。 

事務局：分かりました。 

座長：第４章の内容や基本理念は、詳しくなって分かりやすくなったので、よ

くなったと思います。では、５章以降について、お願いします。 

 

○第５～８章 

座員：塗布の範囲を狭めるとのことですが、屋根は確かに雨が直接当たります

し大事ですが、逆に言うと都度塗布されることにより更新されていきます。

むしろ足元のほうが防腐剤を塗らずに腐っていき、建物の根幹的な部分に被

害が及びますので、必要な範囲を考慮していただきたい。屋根裏の雨が当た

らないような部分にも、塗れと言っているわけではありませんが、建物の下

部も曝露によって雨が当たりやすい部分があります。コンサルともぜひしっ

かり相談して、調整してください。 

事務局：塗布は壁までを含めた額ですか。 

コンサル：そうです。木部全体です。 

事務局：今おっしゃっていたのは、壁全体でなくてもいいが、外側の柱の根元

とか雨のかかりやすい部分、跳ね返りとかですよね。 
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座員：そうです。単純に雨だれは真っすぐ落ちてその範囲だけが濡れるわけで

はなく、風の向きなどでも範囲は変わってきます。それらを考慮すると、長

期的にコストが安くなります。 

事務局：範囲の表現はあると思いますので、言葉の選び方についてはお任せい

ただければと思います。 

座長：よく検討してください。また、具体的な金額についてですが、このような

計画ではあまり見ない気がします。現在だけでなく、長期的に見たときに、

必要なところに対応ができる書き方にしてください。数字を入れたほうが予

算を獲得しやすいということであれば、このままで構いません。ただ、今後

10 年間で計画変更とも当然あり得ると思います。 

事務局：文化庁としては、基本設計として数字ができていればよくて、印刷物

として金額を公表しなくてもよいとのことですが、史跡整備をやってきて色

々な計画を見てきた中で、金額を知りたいという思いがあったので、担当者

として、出せる数字は出したほうがよいのかと思いました。ただ、維持管理

費は見込みですから、積極的に出すかどうかは迷うところです。最終的に金

額を出して印刷するのをやめることも含めて、検討していきます。 

座長：数字で文章が成り立っている箇所も多いので、全部抜いてしまったらス

カスカになってしまうので、気を付けてください。 

事務局：その場合は、点検の話に触れようと思います。具体的にはメンテナン

スのスパンの見直しと、見どころを列挙し、必要な処置をとっていく、とい

う文章にしようと思います。 

座長：そこに保存活用計画に書かれている話が入るわけですね。分かりました。

また、事務局には話しましたが、筑波大学世界遺産専攻が、静岡のソフト開

発会社と、実験的に平沢官衙遺跡の 3D スキャンを実施し、データ活用の話が

ありますが、市ではそういった 3D データの活用は考えていますか。 

座員：今回は特別に無償で計測していただいたので、有効に使えるということ
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でしたら、ぜひ提供できればと思います。ほかの委員の先生も、活用するア

イディアがあれば教えていただいて、皆で考えていきたいと思います。 

座長：せっかくデータが活用できる機会ですし、精度も高いので、何か考えた

いですね。データの中に柱を立てるということも可能みたいですので。 

事務局：補助事業からは外れてしまうので計画の中では触れていませんが、今

後 AR の活用を考えていくとしても、文化庁の補助事業とするなら「建物検討

委員会」のようなところで諮って図を作って、という話が出てくると思いま

す。そうしなくても、おそらく今回の世界遺産専攻ワークショップのデータ

を基にして、AR で板倉のコピーをペーストして、立ち並ぶ様子も簡易にデー

タ再現できるのかなとか考えていますので、今後足していくべきコンテンツ

として検討して、せっかくですから利用させていただきたいです。 

座員：では、71 ページの「その他」に加えてもよいと思います。AR や VR と違

って、現状を詳細に計測した記録です。今の状況が正確に記録されています。 

事務局：案内所職員の話ですと、「建物の中が見たい」という来場者の意見が多

いです。ですが、何回も開扉するわけにもいけませんから、テレビ画面など

を使って 3D で見せることができたらと思います。容量が大きいデータですか

ら、大きいスペックのパソコンのほうがよいですか。容量を軽くしても利用

できるものでしょうか。何らかの形で、今後コンテンツとして使いたいです。 

座長：その辺りは、相談次第でどうとでもなると思います。 

事務局：追加する文章については、御意見いただきながら書いていきます。 

座員：記載する場所は、「４節 情報発信」でもよいです。 

事務局：ホームページを作ること自体は補助対象にはならず、ページ内の再整

備に直結するコンテンツ作成は補助対象という扱いです。ただし、４節の中

にも、補助としてやることとやらないことが混ざって書いてありますので、

個人的には４節に見通しとして書くべきかと思います。 

座長：せっかく使えるデータですので、活用してください。ほかにありますか。 
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座員：維持管理の箇所について、もう少し市民が維持管理に参加できるような

文言があればと思います。 

事務局：69 ページ「活用イベントの充実」に、「再整備後の維持管理として行

う毎年の大掃除など」と市民が参加できるイベントとしてありますが、維持

管理なので別に書いたほうがよいですか。 

座員：そうですね、両方に書いてください。 

事務局：追加資料２「柱位置表示試験状況」については、芝が一番短いベストな

状況で実施しています。芝が伸びてきたら、また状況も変わるということで、

御了解いただければと思います。また、事業スケジュールの中で、来年度補

助金の内示があり、若干ですが、やはり減額査定があります。その中で、柱表

示を含む造園的工事を、令和６年度の実施設計に変更をしようと考えている

ところです。なので、柱位置表示については来年度は実施設計ではないとい

うことで、若干ですが検討の期間がありますので、現地実証をする機会を設

けていきたいと思いますので、御協力お願いします。 

座長：ほかに全体的な御意見等ございますか。では、細かい文言などは事務局

にお任せして、基本計画・基本設計の内容についてお認めいただければと思

います。 

（座員了承） 

座長：では、了承ということで今後も進めてください。次の議事に移ります。 

 

（２）その他 板倉・土倉の応急措置工事について 

事務局：資料に基づき説明。 

座長：当面、土倉の屋根に架かっている緑のシートが見えるということですか。 

事務局：約１年間、応急措置のこの状態が続く予定です。 

座長：その修復のスケジュールについては、案内所には伝えておいたほうがよ

いと思います。 
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事務局：補足ですが、グシを抑えている竹の寿命が 10 年程度で傷んでしまうと

いうことです。グシを竹ではないものに変えれば長持ちするのかどうかは、

見ていて感じたところではあります。建物の再検討が必要となり、グシの作

り方なども、地域色を出していますので、簡単に変えられるものでもありま

せんが、長持ちさせる方法があれば、実施設計で考えていければと思います。 

座長：模型ですので、景観として考えたときに、どうしても竹でないといけな

いということはないと思います。よい方法があれば検討して、実施設計に反

映してもらえればよいでしょう。では、ほかにありますか。 

座員：これは、竹自体が破損しているのですか。 

事務局：そうです。もともと竹が弱っていたところに、強風で割れてしまって

います。 

座員：そのような話でしたら、違う材質にして、意匠上、竹に見えるものにする

などの選択肢が出てくると思います。また、屋根全体の点検のサイクルも、

20 年は持たないというのが分かったところですので、材質を変えたりして少

し伸ばせれば、屋根の点検のタイミングと竹の寿命が合致するというように、

調整することも併せて総合的に考えてください。後、もう一つ。緑のシート

は買い取りですか。工事現場などでも買い取ったシートにスプレーで色を塗

って景観上の配慮をする、というのはよくある話ですので、買い取りでした

らそれもできるかと思います。 

事務局：次回以降、検討していきます。 

座長：では、意見がないようでしたら、司会を事務局にお戻しします。 

事務局：では、第４回会議は、これにて終了します。来年度は実施設計に入って

いきますが、現地で意見を聞く機会も作っていきたいと思いますので、今後

とも引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

（14：55 終了） 

 



史跡平沢官衙遺跡再整備懇話会 第４回会議 

～ 次 第 ～ 

 

            日時：令和４年２月 18日（金）午後１時 30分～ 

            会場：つくば市役所４階 会議室 401 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

 

３ 議事 

(1) 再整備基本計画・基本設計の検討（資料１、追加資料１～３） 

(2) その他 板倉・土倉の応急措置工事について（追加資料４） 

 

４ 閉会 
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